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質
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二
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一
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衆
議
院
議
員
森
清
君
提
出
連
合
国
に
よ
る
我
が
国
の
管
理
と
日
本
国
憲
法
制
定
の
経
過
に
関
す
る
質
問
に
対

し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 
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五
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閣
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木 

善 
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三 

 
衆
議
院
議
員
森
清
君
提
出
連
合
国
に
よ
る
我
が
国
の
管
理
と
日
本
国
憲
法
制
定
の
経
過
に
関
す
る 

質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

1 

我
が
国
の
降
伏
に
よ
り
、
我
が
国
の
主
権
に
つ
い
て
は
、
平
和
条
約
が
発
効
す
る
ま
で
の
間
そ
の
最
高
性 

が
損
わ
れ
て
い
た
。 

2 

連
合
国
に
よ
る
我
が
国
の
管
理
が
行
わ
れ
た
時
代
に
は
、
次
の
よ
う
な
事
実
が
認
め
ら
れ
る
時
期
が
あ 

 

る
。 日

本
政
府
は
、
法
律
・
政
令
に
つ
い
て
は
、
議
会
提
出
又
は
公
布
の
前
に
、
連
合
国
最
高
司
令
官
総
司
令 

 

部
（
以
下
「
総
司
令
部
」
と
い
う
。
）
の
承
認
を
求
め
て
お
り
、
ま
た
、
議
会
の
審
議
経
過
に
つ
い
て
も
総
司
令

部
に
対
し
て
報
告
を
行
つ
て
い
た
。 



4 

日
本
政
府
に
対
す
る
連
合
国
の
命
令
の
形
式
に
は
一
般
命
令
、
指
令
、
総
司
令
部
覚
書
、
書
簡
、
セ
ク 

 

シ
ョ
ン
・
メ
モ
等
が
あ
つ
た
が
、
そ
の
ほ
か
に
、
総
司
令
部
よ
り
日
本
政
府
の
関
係
部
局
に
対
し
て
、
口
頭 

 

で
指
示
が
な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
つ
た
。 

3 

「
『
ポ
ツ
ダ
ム
」
宣
言
ノ
受
諾
二
伴
ヒ
発
ス
ル
命
令
ニ
関
ス
ル
件
」
（
昭
和
二
十
年
勅
令
第
五
百
四
十
二
号
）

は
、
連
合
国
最
高
司
令
官
の
要
求
に
か
か
る
事
項
を
実
施
す
る
た
め
に
特
に
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て 

 
 

は
、
命
令
を
も
つ
て
所
要
の
定
め
を
し
、
か
つ
必
要
な
罰
則
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
定
め
て
お
り
、 

 

最
高
裁
判
所
は
、
昭
和
二
十
八
年
七
月
二
十
二
日
の
大
法
廷
判
決
等
に
お
い
て
、
こ
の
勅
令
に
基
づ
く
命
令 

 

は
、
我
が
国
の
統
治
権
が
連
合
国
の
管
理
下
に
あ
つ
た
当
時
は
、
日
本
国
憲
法
に
か
か
わ
り
な
く
、
憲
法
外 

 

に
お
い
て
法
的
効
力
を
有
し
て
い
た
旨
を
判
示
し
て
い
る
。 

公
職
中
責
任
あ
る
地
位
へ
の
任
命
を
行
う
に
つ
い
て
は
総
司
令
部
の
事
前
の
承
認
を
必
要
と
し
て
お
り
、 

 
ま
た
、
軍
国
主
義
的
・
国
家
主
義
的
人
物
の
公
職
か
ら
の
追
放
が
行
わ
れ
た
こ
と
も
あ
る
。 

四 

 



 

五 

5 
言
論
・
出
版
に
つ
い
て
は
、
総
司
令
部
に
よ
り
検
閲
制
度
が
し
か
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
り
、
ま
た
、
連
合 

国
に
対
す
る
虚
偽
的
又
は
破
壊
的
批
判
の
公
表
等
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
。 

二
に
つ
い
て 

憲
法
制
定
経
過
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
内
閣
に
設
け
ら
れ
た
憲
法
調
査
会
に
お
い
て
調
査
し
た
と
こ
ろ
で
あ 

 

る
が
、
そ
の
報
告
書
等
に
お
い
て
、
御
指
摘
の
事
実
と
お
お
む
ね
同
様
の
事
実
が
憲
法
制
定
の
経
過
と
し
て
述 

 

べ
ら
れ
て
い
る
。
政
府
と
し
て
は
、
現
行
憲
法
は
、
占
領
軍
当
局
の
強
い
影
響
の
下
に
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ 

 

る
が
、
最
終
的
に
は
帝
国
議
会
に
お
い
て
議
決
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




